
第２０２３００２９９７５０号  

令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ６ 日   

 

各病院、診療所 開設者  

               様 

 各消防機関の長 

 

鳥取県福祉保健部感染症対策局感染症対策課長

（ 公 印 省 略 ）  

 

鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業補助金及び鳥取県新型コロナウイルス感染症 

医療体制充実等補助金における個人防護具の補助対象期間（２回目）の終了について 

（通知） 

 

日頃より、本県の感染症予防対策の推進に格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

「鳥取県外来対応医療機関等設備整備事業補助金及び鳥取県新型コロナウイルス感染症医療体制充実

等補助金における個人防護具の補助対象期間について（通知）」（令和６年２月１６日付第２０２３００

２９２６４６号鳥取県福祉保健部感染症対策課長通知）により、個人防護具の補助対象期間を定めてい

たところですが、この度、オミクロン株による感染拡大時のピークの入院者数の３分の１（本県では１

４６人）を下回ったことから、令和６年２月２０日をもって、個人防護具の補助対象期間を終了としま

すのでご承知おきください。 

補助制度を活用される場合には、下記により、交付申請書等の提出をお願いします。 

（担当）神波、秋本 （電話）０８５７－２６－７７５９ 

 

記 

 

１ 個人防護具の補助対象期間（２回目） 

令和６年２月１４日（水）から２月２０日（火）まで（１週間） 

 

※ なお、補助対象となるのは、対象期間中に「使用」した個人防護具（マスク、ゴーグル、ガウ

ン、グローブ、キャップ、フェイスシールド）です。 

（当該個人防護具の購入費用に対して既に補助金の交付を受けているものを除く） 

 

２ 交付申請書の提出期限 令和６年３月６日（水）  

 

３ 提出書類 

新型コロナウイルス感染症医療体制充実

等補助金 

外来対応医療機関等設備整備事業補助

金 

・交付申請書 

・様式 1-1(実施計画書) 

・様式 1 別紙(事業計画書) 

・様式 2(収支予算書) 

・交付申請書及び実績報告書 

・事業計画書及び実績報告書 

・口座振込依頼書（今年度提出済であれ

ば不要） 

・別紙（個人防護具使用数量計算書） 

 

・提出書類は以下のページに掲載 

（医療体制充実等補助金・外来対応医療機関等設備整備事業補助金） 

https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-iryoukikan/ 

 

 


